
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

三

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
流
域
下
水
道
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

四

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

七

○
福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

八

条

例

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
農
地
法
に
係
る

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の

四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
公
有
地
の
拡

大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島

県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
、
福
島
県
流
域
下
水
道
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
建

築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法

律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
九
十
号

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
三
中
「
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
一
号

福
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
財
政
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
二
号

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福

島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
鏡
石
町

泉
崎
村
」
を
「
鏡
石
町
」
に
、
「
玉
川
村

平
田
村
」
を
「
玉
川
村
」
に
、

「
浅
川
町

古
殿
町
」
を
「
浅
川
町
」
に
、
「
富
岡
町

川
内
村
」
を
「
富
岡
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
西
郷
村
」
を
「
西
郷
村

泉
崎
村
」
に
、
「
石
川
町
」
を
「
石
川
町

平
田
村

古

殿
町
」
に
、
「
広
野
町
」
を
「
広
野
町

川
内
村
」
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
三
号

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研

一
件
に
つ
き
千
八
百
円

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専

修
受
講
試
験
問
題
作
成
事

門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
受

務
手
数
料

け
よ
う
と
す
る
者

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研

一
件
に
つ
き
八
千
五
百
円

修
受
講
試
験
事
務
手
数
料

二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研

一
件
に
つ
き
四
万
六
千
円

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専

修
事
務
手
数
料

門
員
実
務
研
修
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

三

法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項

介
護
支
援
専
門
員
証
交
付

一
件
に
つ
き
二
千
二
百
円

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専

手
数
料

門
員
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

第
五
条
の
表
中
九
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
八
の
項
を
十
の
項
と
し
、
七
の
項
を
九
の
項
と
し
、
六

の
項
を
八
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

七

法
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項

介
護
支
援
専
門
員
更
新
研

ア

介
護
支
援
専
門
員
証
の

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専

修
事
務
手
数
料

有
効
期
間
内
に
介
護
支
援

門
員
更
新
研
修
を
受
け
よ
う
と

専
門
員
の
業
務
に
従
事
し

す
る
者

た
経
験
（
以
下
「
実
務
経

験
」
と
い
う
。
）
を
有
し

な
い
者
に
対
す
る
更
新
研

修一
件
に
つ
き
三
万
千
円

イ

実
務
経
験
を
有
す
る
者

（
以
下
「
実
務
経
験
者
」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
更

新
研
修
（
更
新
回
数
に
よ

り
受
講
を
免
除
さ
れ
る
科

目
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

一
件
に
つ
き
二
万
八
千
円

ウ

実
務
経
験
者
に
対
す
る

更
新
研
修
（
イ
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

一
件
に
つ
き
一
万
九
千
円

第
五
条
の
表
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。四

法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項

介
護
支
援
専
門
員
再
研
修

一
件
に
つ
き
三
万
千
円

の
規
定
に
基
づ
く
研
修
を
受
け

事
務
手
数
料

よ
う
と
す
る
者

第
五
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
二

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平

介
護
支
援
専
門
員
証
書
換

一
件
に
つ
き
二
千
二
百
円

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

え
交
付
手
数
料

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

第
百
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専

門
員
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

十
三

省
令
第
百
十
三
条
の
二
十

介
護
支
援
専
門
員
証
再
交

一
件
に
つ
き
二
千
二
百
円

五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介

付
手
数
料

護
支
援
専
門
員
証
の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

十
四

省
令
第
百
四
十
条
の
六
十

介
護
支
援
専
門
員
主
任
研

一
件
に
つ
き
四
万
六
千
円

八
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基

修
事
務
手
数
料

づ
く
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研

修
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
五

省
令
第
百
四
十
条
の
六
十

介
護
支
援
専
門
員
主
任
更

一
件
に
つ
き
三
万
二
千
円

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

八
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

新
研
修
事
務
手
数
料

づ
く
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更

新
研
修
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
の
免
除
）

第
八
条

知
事
は
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
不
返
還
の
原
則
）

第
九
条

既
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
に
納
め
る
も
の
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
実
施
機
関
に
納
め
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
研
修
実

施
機
関
に
納
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
の
納
付
先
）

第
六
条

法
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
（
以
下
「
登

録
試
験
問
題
作
成
機
関
」
と
い
う
。
）
が
作
成
す
る
試
験
の
問
題
及
び
設
定
す
る
合
格
基
準
を
使
用

し
て
法
第
六
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
の
指
定
試
験
実
施
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
実
施
機
関
」
と

い
う
。
）
が
行
う
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
表
一

の
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
問
題
作
成
事
務
手
数
料
を
当
該
指
定
試
験

実
施
機
関
を
経
て
当
該
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
試
験
実
施
機
関
が
行
う
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

前
条
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
事
務
手
数
料
を
当
該
指
定
試

験
実
施
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
指
定
研
修
実
施
機
関
（
以
下
「
指
定
研
修
実
施
機
関
」
と
い

う
。
）
が
行
う
研
修
の
う
ち
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
表
二

の
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
事
務
手
数
料
を
、
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
表
七
の
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
事
務
手
数
料
を
当
該

指
定
研
修
実
施
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
、
指
定
試
験
実
施
機
関
又
は
指
定
研
修
実
施
機

関
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
、
指
定
試
験
実
施
機
関
又
は
指
定
研

修
実
施
機
関
の
収
入
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
四
号

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
福
島
市
」
を
「
福
島
市

会
津
若
松
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
南
会
津
町
」
を
「
南
会
津
町

西
会
津
町
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
一
条
各
号
及

び
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
の
そ
れ
ぞ

れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
会

津
若
松
市
又
は
西
会
津
町
（
以
下
「
会
津
若
松
市
等
」
と
い
う
。
）
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す

る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
津
若
松

市
等
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
会
津
若
松
市
等
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他

の
行
為
と
み
な
す
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
五
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
福
島
市
」
を
「
福
島
市

会
津
若
松
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
南
会
津
町
」
を
「
南
会
津
町

西
会
津
町
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
本
則
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
通
知
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
は
会
津
若
松
市
又
は
西
会
津
町
（
以
下
「
会

津
若
松
市
等
」
と
い
う
。
）
の
長
が
通
知
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
租
税

特
別
措
置
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
津
若
松
市
等
の
長
が
し
た
通
知
と
み
な
す
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
六
号

福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
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十
一
年
福
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
西
郷
村
」
を
「
西
郷
村

中
島
村
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例

に
関
す
る
条
例
本
則
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
中
島
村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の

は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
島
村
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又

は
中
島
村
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）

福
島
県
条
例
第
九
十
七
号

福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

土
地
の
区
域
内
に
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
政
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
区
域
が
含
ま
れ
て
い
な
い
土
地
の
区
域
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
相
当
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
区
域
に
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
土
地
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

な
い
場
合
」
を
「
区
域
が
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
土
地
の
区
域
で
あ
る
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
八
号

福
島
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
流
域
下
水
道
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
下
水
道
課
）

福
島
県
条
例
第
九
十
九
号

福
島
県
流
域
下
水
道
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
流
域
下
水
道
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
七
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
下
水
道
課
）

福
島
県
条
例
第
百
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
条
例
第
百
一
号

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県

条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に

改
め
、
「
変
更
の
認
定
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
併
せ
て
知
事
が
指
定
す
る
機
関
が
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
」
を
「
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
品
確
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
三
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
た

確
認
書
又
は
住
宅
性
能
評
価
書
が
添
付
」
に
改
め
、
同
号
の
表
一
戸
建
て
の
住
宅
（
長
期
優
良
住
宅
の

普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
一
戸
建
て
の
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
項
中
「
八
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
（
省
令
第
四

条
第
二
号
の
共
同
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
項
中
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
〇
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
二
三
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
項
中
「
三
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
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数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
五
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
二
、
〇
〇
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
九
六
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以

下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
五
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟

の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
九
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

九
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
二

〇
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
併
せ
て
住
宅
の
品
質
確

保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
品
確
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
」
を
「
品
確
法
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
が
提
出
」
を
「
住
宅
性
能

評
価
書
（
前
号
に
掲
げ
る
住
宅
性
能
評
価
書
を
除
く
。
）
が
添
付
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
併
せ
て
知
事
が
指
定
す
る
機
関
が
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
」
を
「
品
確
法
第
六
条
の
二

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
が
記

載
さ
れ
た
確
認
書
又
は
住
宅
性
能
評
価
書
が
添
付
」
に
改
め
、
同
号
の
表
一
戸
建
て
の
住
宅
の
項
中

「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住

宅
等
の
項
中
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸

以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の

項
中
「
二
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸

以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
四
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
七
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

の
項
中
「
九
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百

一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
〇
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
併
せ
て
品
確
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
品
確
法
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
設
計
住
宅
性

能
評
価
書
が
提
出
」
を
「
住
宅
性
能
評
価
書
（
前
号
に
掲
げ
る
住
宅
性
能
評
価
書
を
除
く
。
）
が
添
付
」

に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
併
せ
て
知
事
が
指
定
す
る
機
関
が
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
」
を
「
品
確
法
第
六
条
の
二
第
三
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
確

認
書
又
は
住
宅
性
能
評
価
書
が
添
付
」
に
改
め
、
同
号
の
表
一
戸
建
て
の
住
宅
の
項
中
「
一
一
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項

中
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十

戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟

の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
四
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八
六
、

〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中

「
八
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以

上
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
二
三
二
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
三
五
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
項
中
「
二
八
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸

数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
三
〇
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
五
、
〇
〇
〇
円
」
に

改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
併
せ
て
知
事
が
指
定
す
る
機
関
が
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
」
を
「
品
確
法
第
六
条
の
二

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
が
記

載
さ
れ
た
確
認
書
又
は
住
宅
性
能
評
価
書
が
添
付
」
に
改
め
、
同
号
の
表
一
戸
建
て
の
住
宅
の
項
中

「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
項
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が

六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
四
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅

等
の
項
中
「
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十

一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
七
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
一
六
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
一
七
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
四
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
棟
の
総

住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等
の
項
中
「
一
五
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
五
三
、
〇
〇
〇
円
」

に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
場
合
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
等
が
選
任
さ
れ
た
場
合
」
を
加
え
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
容
積
率
特
例
の
許
可
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
七
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
容
積
率
緩
和
の
許
可
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料

の
額
は
、
申
請
一
件
に
つ
き
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
住
宅
の
質
の
向
上

及
び
円
滑
な
取
引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

改
正
後
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
併
せ
て
知
事
が
指
定
す
る
機
関
が
作
成
し
た
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
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及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
適
合
証
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る

手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条

例
第
二
条
第
三
号
、
第
三
条
第
三
号
、
第
四
条
第
二
号
又
は
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

新
築
に
係
る
新
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
（
以
下
単
に
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
定

の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅
（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第

つ
き
八
、
〇
〇
〇
円

三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
一

戸
建
て
の
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等
（
省
令
第

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

四
条
第
二
号
の
共
同
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

二
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

三
一
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

五
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

九
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
五
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

一
九
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

二
〇
四
、
〇
〇
〇
円

二

新
築
に
係
る
新
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定

の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
四
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

二
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

七
八
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

九
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
〇
二
、
〇
〇
〇
円

三

増
築
又
は
改
築
に
係
る
新
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に

係
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
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住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
一
一
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
九
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

三
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

四
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

八
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
四
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

二
三
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

二
八
五
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

三
〇
四
、
〇
〇
〇
円

四

増
築
又
は
改
築
に
係
る
新
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変

更
の
認
定
の
申
請
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

住

宅

手

数

料

の

額

一
戸
建
て
の
住
宅

当
該
一
戸
建
て
の
住
宅
一
戸
に

つ
き
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
六
戸
以
上
十
戸
以
下
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
七
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
十
一
戸
以
上
三
十
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

二
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
十
一
戸
以
上
五
十
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

四
二
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
五
十
一
戸
以
上
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

七
一
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
百
一
戸
以
上
二
百
戸
以
下
の
共
同
住

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

宅
等

一
一
六
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
二
百
一
戸
以
上
三
百
戸
以
下
の
共
同

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

住
宅
等

一
四
三
、
〇
〇
〇
円

一
棟
の
総
住
戸
数
が
三
百
一
戸
以
上
の
共
同
住
宅
等

当
該
共
同
住
宅
等
一
棟
に
つ
き

一
五
二
、
〇
〇
〇
円

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
申
請
に
併
せ
て
適

合
証
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
中
「
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
福
島
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
福
島
県
条
例
第
百
一
号
）
附
則
第
二
項
に
定
め
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
条
例
第
百
二
号

福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
福
島
県

別
表
第
一
中
「
福
島
県
立
矢
吹
病
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
大
字
矢
吹
字
滝
八
幡
」
を

セ
ン
タ

立
ふ
く
し
ま
医
療

西
白
河
郡
矢
吹
町
滝
八
幡

に
改
め
る
。

ー
こ
こ
ろ
の
杜

」

附

則
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
企
業
管
理
規
程

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
病
院
経
営
課
）

福
島
県
条
例
第
百
三
号

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
者

１

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又

六
千
八
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受
け
、
同
号
の
規
定

同
時
に
他
の
法
第
四
条
第
一
項

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

行
う
者

又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
号
の
規
定
に
基
づ
く

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許

可
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
四
千

三
百
円
）

２

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

六
千
八
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受
け
、
同
号
の
規
定
に
基

同
時
に
他
の
法
第
四
条
第
一
項

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
者

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請

に
あ
っ
て
は
、
四
千
三
百
円
）

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
万
五
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

同
時
に
他
の
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可

の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
六
千
七

百
円
）

第
一
条
の
表
二
の
項
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
者

１

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
で
新
た
な

七
千
二
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

許
可
証
の
交
付
を
伴
う
場
合

同
時
に
他
の
法
第
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又

は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請
及
び
そ

の
申
請
者
が
同
時
に
法
第
四
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お

け
る
そ
の
法
第
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
四
千
八

百
円
）

２

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
で
新
た
な
許
可

七
千
二
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

証
の
交
付
を
伴
う
場
合

同
時
に
他
の
法
第
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
及
び
そ
の
申
請
者

が
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
そ
の
法
第

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、

四
千
八
百
円
）

３

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
で
新
た
な

六
千
八
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
場
合

同
時
に
他
の
法
第
七
条
の
三
第
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一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又

は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請
及
び
そ

の
申
請
者
が
同
時
に
法
第
四
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お

け
る
そ
の
法
第
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
四
千
四

百
円
）

４

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
で
新
た
な
許
可

六
千
八
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
場
合

同
時
に
他
の
法
第
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
及
び
そ
の
申
請
者

が
同
時
に
法
第
四
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
そ
の
法
第

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、

四
千
四
百
円
）

第
一
条
の
表
七
の
項
１
中
「
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同

表
中
十
八
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
七
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
十
六
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
七

法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練

九
千
三
百
円
（
そ
の
申
請
者
が

習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
者

同
時
に
他
の
法
第
九
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
射
撃
練
習
を
行
う
資

格
の
認
定
の
申
請
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
射

撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の

申
請
に
あ
っ
て
は
、
五
千
六
百

円
）

第
一
条
の
表
中
十
五
の
項
を
十
六
の
項
と
し
、
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

法
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
講
習
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

１

現
に
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
許

三
千
円

可
を
受
け
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い
る
者

２

１
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
千
九
百
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
生
活
安
全
企
画
課
）


